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○委員長 おはようございます。定刻よりちょっと早いようですが、皆様おそろいですの

で、第４回の検討会を開催したいと思います。 

 一応、年度がわりのときでございますし、お約束の４回目ということで、できましたら、

今日でまとめをしていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（配付資料の説明） 

○委員長 配付資料の御説明をいただいた後、一括でいつものように討議をしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 おはようございます。資料の説明をさせていただきます。 

 まず資料の確認をさせていただきたいと思います。名簿、議事次第に加えまして、Ａ３

横の資料－１、「検討スケジュール」でございます。それから、パワーポイント横使いの

資料－２、「市街地整備を担うべき人材等の充実」といった資料。資料－３といたしまし

てはツーセットございます。Ａ３一枚紙のものと、同じく資料－３と題しましてＡ４縦使

いの冊子ふうのものがございます。資料－４といたしまして、今後の検討の進め方という

一枚紙があろうかと思います。 

 また、資料番号をつけておらず恐縮でございますけれども、参考資料といたしまして、

前回の議事概要一枚並びに議事録がございます。 

 御確認をいただきまして、過不足ございましたら、申しつけていただきたいと思います。 

 また、追加でＨ委員より御持参いただきました資料を焼いておりますので、後ほど配付

をさせていただきます。 

 本日の議論に入ります前に、前回の議論の概要でございます。前回の議事概要をざっと

ごらんいただきますと、大きく３つの議論がございました。１つはスマートシュリンクに

ついてどう考えていくのかということについての御議論。また、エリアマネジメントにつ

いて、これは２回目でもあったんですけれども、３回目におきましてもいろいろ御議論い

ただいたということでございます。そして、裏面にまいりますけれども、その他、全体を

通してさまざまな御示唆をいただいたということでございます。 
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 今日、こういった御示唆も踏まえて、第４回目としてのまとめを作成させていただいて

おりますので、後ほど、その中で御確認をいただければと思います。議事概要あるいは議

事録につきまして間違い等ございましたらば、後日でも結構ですが、後ほど御指摘をいた

だければと思っております。 

 本日の内容でございます。資料－１、全体像の一枚紙にございますように、本日、第４

回目といたしましては青でハッチングをした部分でございます。基本的には取りまとめの

御議論をお願いするわけでございますけれども、市街地整備を担う人材の充実について、

まだ議論をさせていただいておりませんので、これについて考え方を提起させていただき

ながら、最終的な報告書について御検討をお願いするといった内容でございます。 

 人材等の充実につきまして、資料－２でございますけれども、おめくりをいただいて、

１ページ目をご覧ください。今後、市街地整備を進めていく上で、これらを担う人材ある

いは組織について、展望という大がかりなタイトルでありますが、どういう認識、問題意

識を持つかということでございます。 

 御議論いただいておりますように、まだまだ市街地整備について大きな役割があるとい

う中で、それを担う人材については、この上に４つ四角がございますけれども、最後のア

ンダーラインを引いてございますが、これまでの市街地整備で培われた技術あるいはそう

いったノウハウを継承するということをきちんとやっていくということは大事でございま

すし、さらに加えて、新たな視点あるいは幅広い他分野にわたる知識・技術といったもの

も有する人材、こういったものをきちんと育成・確保していく必要があるだろうという観

点で、本日の資料はまとめてございます。 

 下に４つ主な人材とその役割ということで、行政あるいはＵＲや民都機構などの全国的

な組織・スタッフ、民間のコンサルタント、まちの専門家、こういったそれぞれの方々が

おられるわけです。さらに言えば、エリアマネジメントということで御議論いただきまし

た担い手の方々もございます。それぞれの立場、立場に応じて求められる役割、機能とい

ったものも変わってくるんだろうと思いますけれども、そのあたりを一括して資料として

まとめてございます。 

 ２ページ目、その下の市街地整備に係る技術・ノウハウに係る課題等ということでは、

４つ問題意識を整理してございます。１つは、これまでの担当者がちょうど団塊の世代の

退職といったような時期にもあります。そういったことに伴いまして、技術・ノウハウが

喪失してしまうということを何とか食いとめなければならないという問題意識でございま
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す。 

 ２点目は、こういった人材が実態としては地域間あるいは主体間で偏在性があるのでは

ないか、具体的には大都市に偏在をしているという実態がある。あるいは、セクターで言

いますと、公共団体あるいは大手の民間ディベロッパーには豊富におられる一方で、地域

に根差したまちづくり団体等ではそういった人材が不足しているといった偏在性にどう対

応していくか、きちんと対応していかなければならないという問題意識。 

 ３点目は、そういう中で御議論いただきましたように、今後、コーディネートや事業の

調整あるいは、その後のまちの管理・運営といった局面に対しまして、いろいろ調整やコ

ーディネートといったことが重要になってくるという認識でございますので、そういうこ

とをきちんと支えていく人材をきちんと確保しなければいけない。 

 そういう意味で言うと、３点書いておりますうちの２点目でしょうか、コーディネート

や調整等の業務について、きちんと正当に対価を評価して、適切に費用を負担していく、

フィーを払っていくということが、「意識が乏しい」と書いておりますが、制度的にそう

いったものを組み込めない現実もあるのかなということで、ひいては、こういった分野に

対して、きちんとした民間の方々が参入してくるという市場の成立を阻害しているのでは

ないかという問題意識もございます。 

 最後に、今後の新たなパラダイムでの市街地整備を担う人材をきちんと確保していくに

はどうしたらいいのかという４つの問題意識でございます。 

 続きまして、３ページ目でございます。そういったことで、資料の中では７つの観点で

整理をさせていただきました。 

 １点目は技術の継承、人材養成について、研修会などカリキュラムをきっちりとやって

いく必要があるということでございます。 

 それから、リタイアをされた人材につきましても、きちんとといいましょうか、その方

の御意向にもよりますけれども、地域において、あるいはさまざまな市街地整備の課題に

対して活用ができるようなマッチングを考えていくべきではないかというのが２点目。 

 ３点目は、そういう中で、若干違いますけれども、いろんな偏在に対して、特に地域的

な偏在に対して退職者も含めた人材の派遣みたいなことも、その切り口として検討ができ

るのではないかといったようなこと。 

 それから、全国組織についても活用が要るのではないかということでございます。 

 ５点目については、先ほどのコーディネート・調整業務に対する評価の問題。 
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 地域のまちの専門家の参画をどういうふうに促し、また人材を育てていくのかという問

題。 

 最後に、区画整理士あるいは再開発プランナーといった資格者がおりますけれども、そ

ういった方々をきちんと活用していく、あるいは頑張っていただくといった問題を整理し

てございます。 

 それぞれ一応紙はつくっておるんですが、タイトルで御想像がつくような内容でござい

ますので、幾つかピックアップをして御紹介したいと思います。６ページ目をごらんいた

だきますと、これは地域偏在に対しての現行の枠組みなどの一つの紹介であります。 

 中段にグリーンの箱がございます。例えば和歌山市と神戸市との間で、神戸市はずうっ

と市街地整備をやってこられ、また震災等も経験されて多くのスタッフを抱えております

けれども、現在、市施行は縮小されてきているという中で、一方、和歌山市はそういった

ことに対しての人材が不足しているという状況がある中で、公共団体間でそういった人材

を派遣という形で対応しているといった例も出てきてございます。 

 また、下にございますが、財団法人の公益的な活動の一貫として、さまざまな地域の段

階に応じて勉強会、相談会、また、その内容についても税金であったり、土地利用であっ

たり、さまざまなことについての派遣をするといったようなことが行われてございます。

こういったことをより充実していく、あるいは広めていくといったことが大事なのかなと

いうことでございます。 

 ７ページ目はＵＲ等の全国組織でございます。ＵＲになられてコーディネートの業務も

正式に位置づけをされて取り組みがなされてございますが、個々具体のコーディネートと

いったことも行われております。例えば下の左側にございますような昨年の中越沖地震で

大きな被災を受けた柏崎市などでは、５つほど項目書いてございますけれども、かなり包

括的な、あるいは本来行政がやるべきことから個別具体の地域のコーディネートまで、大

きな広がり、あるいはその深さもまちまちでありますけれども、ＵＲが支援をしていると

いう例も出てきております。これはＵＲのお持ちになっている公共性でありますとか、施

行権能なり、実施体制を持っているといったことが大きく寄与しているんだろうと思いま

すけれども、こういったことは非常に有効な形かなということでございます。 

 ８ページ目の先ほどのコーディネート・調整業務に対する正当な評価ということでござ

います。公共団体なり業務として発注をさせていただいて仕事をしていただくということ

になるわけですが、先ほど正当な費用負担をなかなかできないような実態があると申しま
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したのは、例えばハードな施設の設計業務、橋梁を設計しますといったようなものであれ

ば、標準歩掛かりといったようなものが整備をされておりまして、規模、大きさ等に応じ

て、ある程度自動的に算定できるものがございます。 

 こういったコーディネート業務といったのは、そういった具体の中身自体を確定する、

いわゆる歩掛かり的なものがないという問題もございます。また、役所ですので、具体の

成果物というレポートをきちんともらわなければならないということになるんですが、何

がレポートなんだろうというところもございます。このあたり実情に応じてきちんと費用

を支弁できるようなことを、国だけでやれる話ではないんですけれども、きちんと考えて

いく必要があるということでございます。 

 人材については、そういうようなことで、ある意味、当たり前ではあるんですけれども、

人材をきちんと育成をしていく、確保していく、そのための環境整備をいろんな側面で、

いろんなやり方できちんとやっていくということが重要ではないかといったようなことで

資料をまとめさせていただきました。 

 本日、大きなテーマでございます取りまとめの資料の御説明に入りたいと思います。資

料－３のうち、Ａ３のほうは取りまとめ冊子の全体像を一枚でまとめてみたものでござい

ます。大きな構成としては３つの柱からなってございます。 

 １点目が今後の市街地整備のシナリオについて、どう認識をしたか。特に第１回目で御

議論ありましたように、開発利益あるいは公共施設の整備を起爆剤としたこれまでのスキ

ームが、これからは成立しないだろうという中でどう考えていくのかという論点のまとめ

でございます。 

 中段にございますのは、今後の市街地整備を進めていく中で、ここでは市街地の計画・

整備・管理体系まで含めて、トータルマネジメントといった言葉で全体の枠組みあるいは

各段階での充実すべき内容といったようなことを御議論いただいたということでございま

すので、その取りまとめでございます。 

 最後でございますけれども、そういったものを進めていく上での事業手法あるいは制度

の充実について、こんなような視点があるんじゃないかという議論のまとめを入れさせて

いただいたと、こんな構成になってございます。 

 これを横に置いていただきながら、もう一つの資料－３の冊子をかいつまんで、ポイン

トを御説明してまいりたいと思います。 

 まず資料－３の体裁でございます。表紙にございますように、「今後の市街地整備制度
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のあり方に検討する会」、この検討会のクレジットで取りまとめをさせていただき、対外

的にも配付をさせていただきたいなと思ってございます。 

 と申しますのは、御議論いただいた中でも、まだまだ作業試案といったレベルのもので

あったり、行政的に言うと、本当に答え、着地ができるのかなといったことも含めて、非

常に幅広、前広に御議論いただきましたものですから、国交省というクレジットで出して

いくと、議論が枠にはまったものとしてならざるを得ないかなということもございました

ので、検討会の議論として、その辺の制約を取り払ってということで出していただけたら

ありがたいなという事務局側の思いでございます。 

 内容でございます。めくっていただきまして、１、２ページ目は本検討のねらいという

ことで、社整審を受けた背景から始まります。最後の３段落ぐらいですね、このような背

景のもとで、「この検討会で自由闊達に議論を進めてまいりました。議論は途上ではある

もの、今後さらに検討を進める上で専門家、公共団体等の幅広い議論を進めるベースとし

て、ここに中間的に取りまとめを行ったものです」という性格づけをさせていただいてご

ざいます。そして、委員の方々の体制、事務局としての国交省、社団法人街づくり区画整

理協会といったようなことで位置づけを整理させていただきました。 

 ３ページ目から具体の内容になります。まず１点目の今後の市街地整備のシナリオとい

うことでございます。３ページ目では、下の絵にありますように、現状の市街地を放置し

たらという問題点の問題認識と、こういう問題に対して、方向性として、下の矢印でござ

いますけれども、都市構造の集約化とあわせ、都市市街地ストックの質、価値を高めてい

く取り組み、すなわち市場価値のある良質な都市・市街地ストックの形成が必要だという

大きな方向性を３ページ目では整理をさせていただいたということでございます。 

 ４ページ目以降、２つ整理をさせていただいております。１点目が今後の市街地整備を

支えるメカニズムということでございます。開発利益を牽引力とし、公共施設の整備を実

現する従来型のメカニズムは普遍性を失いつつある。一方、下の絵に見られるように、生

活環境の悪化あるいは資産価値の下落の危惧といったことや、行政にとっての都市経営の

破綻の危惧、こういったことの高まりといったことも想定されるので、今後、こういった

危機意識が原動力あるいは動機として作用し、良質なストックの形成という市街地整備を

促進する方向でメカニズムが再構成されるのではないかといったようなことを述べてござ

います。下の絵については、何度か御議論いただいたものを掲載させていただいてござい

ます。 
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 ５ページ目でございます。そういうことを踏まえて市街地整備施策のコンセプトを再構

築すべきではないかということでございます。キーワードは下にございますように、つく

るから「企画し、つくり、使う」というのが象徴的な再構築でございますし、より具体的

には下の絵にありますように、３つの転換。整備しやすい地区を整備していくということ

ではなく、整備すべき地区を整備していくということ。また、事業手法ありきの先行型ア

プローチではなく、まちづくりビジョンを先行したアプローチに転換していくべきだとい

うこと。それから、事業実施という市街地整備ではなく、ストックの形成、要するに、そ

の後の運営まで取り込んだ市街地整備ということが大事だということで、計画・整備・管

理体系の構築が必要だということを整理させていただいております。 

 ６ページ目で、そういう計画・整理・管理体系のあり方はどういうことなのかという議

論をいただいたもののまとめでございます。市街地のトータルマネジメントという、若干

こなれていない言葉でキャッチをつけさせていただいておりますけれども、その内容でご

ざいます。御議論いただいた内容は下の絵にありますように、具体の市街地を特定する以

前の第０段階、都市レベルの都市構造形成の方向性の議論、共有からスタートして、第１

段階で重点的にどこをやっていくのか、こういう枠組みをきちんとビルトインをした中で、

重点的にやる地区の中についてエリアマネジメントなどと一体的になりながら市街地整備

を段階的、連鎖的にでも進めていくという枠組みの転換が必要じゃないかということを御

議論いただきました。 

 その辺をより具体的に述べましたのが７ページ目、８ページ目以降になってまいります。

７ページ目では、第０、第１段階について考え方を述べてございます。重点的に市街地を

整備・改善すべき区域の明示、投資策の集中ということについては、上の箱にございます

が、３つの意義があるのではないかということでございます。 

 １点目はマスタープランと具体的の施策を、あるいは事業を連結していくということ。

そして、行政のような限られた投資余力をそこに集中していくということ。特に地方の問

題ではあろうかと思いますけれども、そういったことによりまして、低水準にとどまって

おる土地・床需要をある意味、集約化をしていく、変えていく一つのブースターエンジン

としてもしていくといったような意義があるのではないかというまとめをさせていただき

ました。 

 具体な明示のあり方について、あるいは計画・整備・誘導手法のあり方についてという

ことで、（１）並びに（２）で記載をしておりますけれども、（１）の下にありますが、
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全体像としては、都市計画において集約化を図るべき市街地の区域等を可能な限り即地的

に設定をしていく。 

 行政は、そこでは公共性、緊急性の高い市街地整備を重点的に実施してまいりますが、

民間の力を市街地整備に振り向けていく、参画を促していくという中で、区域設定とあわ

せてインセンティブあるいは計画誘導制度を講じていくということでございます。 

 そういったことについては、いかなるインセンティブが付与されるかといったようなこ

とを事前に条件提示する取り組みも必要でございます。また、そういった集約型都市構造、

あるいはここの市街地整備を重点化していくということについて、きちんと説得力のある

説明、分析ができるような取り組みが必要であるといったようなことの考え方でございま

す。 

 ８ページ目の計画・誘導手法のあり方につきましては、いろいろとアイデアなり御注意

いただきましたので、大きく真ん中の箱にありますような３つの視点があるのかなという

ことで、民間の都市開発を面的な市街地整備事業へと誘導するインセンティブ等の特例と

いった視点の検討が必要でしょうし、具体の地権者に対するインセンティブといったもの

も必要だということもございます。また、今後の都市整備を考えていきますと、都市環境

対策といったことをビルトインしていく、誘導していくといったようなことも大事だとい

う御指摘もございました。 

 そういうようなことで、今後の検討課題として、それらの具体的な枠組みなり、実効性

のある誘導方策、どんなものなのかということをきちんと深掘りをして、今後、さらに議

論を深めていく必要がありますということで整理させていただいてございます。 

 ９ページ目以降は、市街地整備事業と一体的に展開するエリアマネジメントのあり方と

いうことでまとめさせていただいてございます。御議論いただきました切り口は箱の真ん

中に３つ書いてございますけれども、大きく３つの段階を通じた取り組みが必要だという

ことでございます。施策・事業に向けた機運の醸成、合意形成などの初動期の取り組み、

そこで段階的、連鎖的に事業が起こっていく事業段階の取り組み、そういった事業が終わ

った後の事業後の適切な管理・運営といった持続的な質や価値の維持向上の段階での取り

組み、こういったものを一体としてとらえていく取り組みが重要だというようなことだっ

たかと思います。 

 10 ページ目の（１）でございます。そういった中で、市街地整備事業とエリアマネジ

メントの取り組み、かかわりにつきましては、問題意識として、箱の２つ目の四角にござ
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いますが、市街地整備事業のみでは事業後の成熟まできちんと担保できないといった一方

で、そういった地域の動きがないところでは、逆にエリアマネジメントといった取り組み

なかなか動機づけ、立ち上げ困難な場合があるという問題認識の中で、この一体的な展開

が重要であるといったようなことであったかと思います。 

 また、加えてという最後の四角でございますけれども、この市街地整備事業の本来目的

として、そういったものを位置づけていくといったことも考えていくべきではないかとい

ったようなことではなかったかと思います。 

 11 ページ、12 ページ目は、エリアマネジメント活動について、少し概念的な整理をさ

せていただきました。（２）としては活動のあり方ということで３つの切り口、マネジメ

ントの活動という役割がある、プロデュース活動といったものがある、コーディネートと

いうものがある、こういう切り口で少し概念整理をさせていただきました。また、（３）

の組織ということでは、さまざまな組織形態があるんだろうという中で、ただ、こういう

ことは備えていかないと実態うまく動けないよねということでいうと、１つは合意形成プ

ロセスを内在する地域主体の組織であること、あるいは権限・資金、これら実行力をきち

んと持っているということ、そして継続性のある組織である。こういったことを備える必

要があるよねといったようなことだったかと思います。 

 こういったことだったわけですけれども、さらに今後の検討課題については、まだまだ

いろんな深掘りすべきことがあるということで、12 ページ目に５点ほど載せてございま

す。組織のあり方、財源の確保、権限、人材といった、まだまだ検討すべきことは多々あ

るよということでございます。 

 最後の行政の支援ということにつきましても、この前段で整理したような役割なり、そ

の主体の性格に応じて、どういう切り口で行政の支援が組み立てられるか、全部について

まんべんなくというのはなかなか難しいと思いますので、国としての支援のあり方につい

て、こういった切り口なども参考にしながら、どういったものに対して、どういう支援が

組めるかといったようなことも今後、整理をしていきたいと考えてございます。 

 13 ページ目以降については、市街地整備に係る事業手法、制度の充実のあり方につい

て取りまとめをさせていただきました。13 ページ目では、今後、市街地整備の原動力あ

るいはそのスキームはどんどん変わっていく中で、区画整理、再開発それぞれ転換を考え

ていかなければならないということを述べた上で、さらにスマートシュリンク、賢い縮退

といったものについてもきちんとした答えを探していかなければならないということでご
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ざいます。 

 このレポートの中では、四角の最後にございますけれども、提案事項の多くが作業仮説

というラフスケッチの段階のものでありますがという注書きを附した上で、アイデアベー

スのものも含めて整理をさせていただいたという位置づけにさせていただきました。具体

的には、下にございます３つの点で整理をさせていただいてございます。 

 １点目が 14 ページ目の柔軟な市街地整備手法のあり方ということでございます。15 ペ

ージ目以降に、４つに細分化して整理してございます。１点目は、これまでゴマ塩状の空

地という言い方もしておりましたけれども、虫食い状に点在する空地について集約化をし、

市街地整備事業に活用していくというアプローチが重要じゃないかということでございま

す。そういうことを充実していく上では、四角の中に３つ書いてございますけれども、こ

の空地をある主体が取得し、種地として保有していく仕組み、あるいは、それらを集約し

ていけるような仕組み等々について、そういう切り口での検討が大事じゃないかというこ

とだったかと思います。 

 17 ページ目については、街区統合や公共施設の再配置などに対応した事業手法といっ

たようなことで、これまで整備済みとされてきた市街地におきましても、土地利用の陳腐

化あるいは、時代状況に応じて再編をしなければならないという状況が起こってきてござ

いますので、そういうことについての対応についての記述でございます。 

 そういう中で、既に事例として出てきております例えば区画整理などを活用した再編の

取り組みについて、柔らかい区画整理などと総称してございますけれども、そういったこ

とにつきましては、その運用について体系的な整理を行いながら、きちん各主体に提示を

していくといったことも促進を図っていく上で重要じゃないかということでまとめさせて

いただきました。 

 18 ページ目、（３）の民間主導の事業あるいは土地利用を誘導する市街地整備という

ことにつきましては、経済状況等に応じて大都市と地方都市に分けて問題を整理させてい

ただいております。 

 大都市につきましては、民間投資といったものが高水準であるという状況はあるわけで

ございますけれども、問題がないわけでもないということで、ゴシックで書いてあるとこ

ろであります。従来からあるインセンティブ手法の導入等によって、面的に広げていくと

いう取り組みはもちろんでございますけれども、２つ目として、具体的にいただいた御意

見で言うと、区画整理と再開発の一体的に施工するといったようなことも行われている例
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もございますけれども、そういった中で資金面、事業面、主体面、まだうまいマッチング

ができていない面もあるということで、そういったことをさらに強化していくという方策

も検討すべきじゃないかということだったかと思います。 

 また、地方都市につきましては、そもそも土地利用ポテンシャルや民間投資水準が相対

的に低水準であるという現実がございますので、公的支援なども含めまして、民間主導の

市街地整備事業の成立性をいかに高めていくか、こういう観点での検討が必要だというこ

とで整理をさせていただいてございます。 

 ４点目は、あるスポットで短期的に成果を上げていく取り組みだけではなくて、場合に

よっては、段階的に修復的に改善をしていくといったような息の長い手法というのも一方

で必要だよというようなことでまとめさせていただきました。江戸川で取り組まれている

事例でありますとか、地区計画等と併用して取り組むような事例も上げながら、そういっ

たことについても少しサポートをするようなことを考えていく必要があるよということで

まとめさせていただきました。 

 今の充実のあり方の一つの既成市街地の事業手法の充実の方向性ということでございま

すが、21 ページ目からはスマートシュリンクということでございます。スマートシュリ

ンクにつきましては、とりあえず、２つ整理をしてございます。 

 まず１点目として、今後の郊外市街地の土地利用のあり方について、すべからく縮退を

していくんだということではないということを幾つか御注意もいただいてございますので、

そのあたりを（１）として整理してございます。 

 郊外につきましても、大きく言えば、２つぐらいに分かれていくのかな。１つは一定の

整備水準を有する市街地については、適切な低密度化の誘導をはかる場合もございましょ

うが、郊外市街地の中での受け皿にという視点も大事であるといったことがございました。 

 一方で、整備水準が高くない郊外でのスプロール開発地区などにつきましては、例えば

都市の緑空間という漠とした言い方でありますけれども、都市の緑空間としての有効利用

へといったような方向が考えられるのではないか、あるいは目指していくべきなのかなと

いう方向性の整理が（１）でございます。 

 （２）で、そういう方向性に向けて、どういった手法・制度を考えておくべきなのかと

いうことで言うと、大きな方向性としては、①②③と書いてございますけれども、集約拠

点への移転をいかに誘導していくのかということと、郊外については、一気にというのは

難しい面がございますので、過渡期あるいはある程度の時間の中では一定の居住環境も維
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持しながら、住宅用地などは全体としては縮まっていくといったような方向で何か考えて

いくということ。 

 そして、住宅じゃなくなったところについて、農地、樹林地あるいは緑といったような

ことでの土地利用転換をいかに進めていくのかといったようなことではないかということ

でございます。ここも十分深掘れができませんでしたので、今後の検討課題ということで

５点ほどの視点で整理させていただいてございます。 

 １点目は、郊外の土地利用のニーズについては、まだ不透明な点が多いといったような

ことについて、きちんと議論を深めていきましょう。それから、後ほどのツイン戦略とい

うことと関係してまいりますが、郊外のこういった縮退、シュリンクにつきましては、開

発利益が期待できないといったようなことでございますので、どういう財源で考えていく

のかといったようなこと。あるいは、４番目にございますけれども、公共施設について縮

退していくことによって、廃止といったことも出てくるだろう、そのあたりをどうきちん

と取り扱っていくのかという問題。そして、５番目で、集約とセットでその財源問題も含

めて考えていくというアプローチなどについても、是非を含め検討していくといったよう

なことで御議論があったかと思っております。 

 23 ページ目に、拠点整備と郊外のシュリンクのツイン戦略といったようなことについ

て、作業試案という形ではありましたけれども、御議論の素材を提示させていただきまし

たので、こういった試案なども一つアイデアとしてはあるねというものを載せさせていた

だいてございます。 

 検討課題として、具体的にどういった施策パッケージが有効なのか、またこういったこ

とについての公益性でありますとか、都市計画との連動でありますとか、そういったこと

をどういった形で考えていく、整理していくのか等々の問題がまだまだあるということで

整理をしてございます。 

 4.-4、人材の充実につきまして、きょうの資料などの要点も含めて記載をしていきたい

と思ってございます。 

 最後、５番として、その他ということで６点ほど、テクニカルなものも含めて検討事項

として挙げさせていただいたというまとめ方にさせていただいてございます。 

 資料３につきましては、先ほど申し上げましたように、検討委員会の取りまとめとして、

きょうあるいはきょう以降の御意見を踏まえて早々に成案化いたしまして、４月以降、さ

まざまなセクターの方々と問題提起なり議論を喚起するなり、意見交換をするなり、そう
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いった取り組みを私どもとして行ってまいりたいと思ってございまして、その素材として

活用していきたいと思っております。また、役所内部での 21 年度あるいは、それ以降に

中長期的な政策の検討に向けまして、これをベースにより深掘りした検討を進めていきた

いと思っておるというものでございます。 

 そういう意味で、資料４ということで、今後の検討の進め方を御提案させていただきた

いと思っております。来年度につきましても、今申しましたように、こういった検討を進

めてまいるわけでございますが、取り組み案としては３つの柱で考えていきたいと思って

います。 

 １点目が学識経験者等との意見交換といったようなこと、２点目として、各手法、制度

についての具体的な検討ということで、特にスマートシュリンクを含め、あるいは具体の

作業試案のフィージビリティも含め、ケーススタディのような形も必要なのかなというこ

とも思ってございます。そういったことを踏まえて、より具体化に向けた検討を進めてい

きたいということで思ってございます。 

 この委員会につきましては、とりあえず 19 年度の委託の中で設けさせていただいたも

のでございますので、一たんは、きょうで中間的なまとめをいただいてということで一つ

区切りになりますけれども、20 年度につきましては、この検討の進め方をより具体化し

ていく中で、体制について改めて考え、お願いをすることもあろうかと思ってございます。 

 資料の説明につきましては以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。 

 

（意見交換） 

○委員長 今、御説明いただいた資料３が今日の中心的な話題ですが、これの見取図とし

て、３番の長い大きなものがございます。最初に御説明を頂戴した資料２は、その中の一

部に組み込まれていくということだという御説明でございました。 

 今日は一応、この回で中間的なまとめをということでございましたので、皆様から、こ

ういう大きな見取図を見て何か抜け落ちがあるのではないかとか、少し間違っているんじ

ゃないかとか、そういうことについても遠慮なく御発言いただきまして、直しをした上で

まとめにしていきたいと思っております。 

 それと、来年度以降の説明もございましたが、今回の資料－３全体が来年度以降ずうっ

といく感じなんですか。順番にやるんですか。いっぱい入っているじゃないですか。いっ
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ぱい入っているのが全部一気に回っていくんですか。 

○事務局 全部を並行してやるのはなかなか難しいかなと思っておりますので、私どもで

プライオリティをつけながら、少し絞り込んだ形で効率的に検討を進めてまいりたいと思

っております。 

○委員長 その辺は、まだ意見を伺っていない地方自治体の皆さんだとか、ほかの方の御

意見を伺いながら、こういう中から少し絞り込んでいただくということかもわかりません。 

 意見交換に入りたいんですが、今、お配りいただいたんですが、Ｈ委員から２枚ほどの

資料を頂戴していますので、これと絡めて、まず委員から御発言をいただければと思いま

す。 

○Ｈ委員 最初で申しわけないんですが……。 

 今配ったのは、「学術の動向」という学術会議の機関誌みたいのがありまして、「社会

的共通資産」というテーマで何か書けということになって書いたものです。 

 今日のお話とある程度似ているなということで、１のところでは、ここで何を言いたい

かというと、20 世紀から 21 世紀にどう変わってきたのかと、変わりつつあるかというこ

とで、成長から脆弱へと転換してきているんじゃないかという、そういう認識からスター

トしましょうということで、一方なんて書いてあるところは、私の認識では、片や自然条

件が非常に厳しくなってきていると、これも人間のせいですが、一方で、受け手としての

社会のほうが、家庭とか家族とか地域のコミュニティとかが脆弱になってきて、脆弱にな

ったところへ激しいものが押し寄せるという、そういう図式になってきているんじゃない

かというのが自然に対しては一つ。 

 その下の土地利用に目を転ずればというのは社会的な話で、まさに今日のテーマのスプ

ロールをしたり、あるいは市街地の中がぐちゃぐちゃになってきているということをずう

っと書いてきているわけです。 

 それが１のところに書いてありまして、２のところはどうするかということなんです。

社会の目的というか、個人とか社会が何を求めているかという話をしていまして、57 ペ

ージの下のほうに図がかいてあって、これは私の勝手なクォリティ・オブ・ライフという

ものの分類を自分で定義してみたものなんですが、経済雇用機会という、一言で言うと所

得なんですけれども、20 世紀……。 

 右上の図と対比して見ていただくといいんですが、20 世紀には、右上というのは 58 ペ

ージの図２、それと図１を両方対比していただきますと、図２に書いてあるように、経済
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社会が経済も高成長して人口もふえて、経済的繁栄というものが社会の目的でもあったと

いうことなんですが、個人のほうに立ち戻ると、ＡＢＣＤＥという個人が何をもって幸せ

とするかといったときの、所得がふえれば幸せになったと、ほぼ 100％それに近いような

状況というのが高度成長までの日本だったんじゃないか、貧乏なころは。 

 ところが、現在ではＢの生活サービスとか、生活文化機会と言ったほうがいいかもしれ

ませんが、あるいはアメニティ、Ｃとか。Ｂのところには、例えば教育文化とか医療、健

康とかそういうものが入ってきます。Ｃは住宅から始まって周辺のアメニティ全部含むと。

Ｄは安心とか安全ということで、自然災害に遭わないとか、ダイオキシンとかが出ないと

か、交通事故から始まって治安維持、最近も事件がたくさん起きていますが、そして最後、

環境が低負荷であるほうがいいという、これも幸せ度の目安じゃないかということです。 

 ＡだけだったものがＢＣＤＥのほうに移ってきたと、これが図２で言う 20 世紀、21 世

紀という、つまり低成長になってきて、少子・高齢化もしてくるということになると、個

人がそうなってくるということは、総じて社会としての目標とか目的を立てるとすると、

生活の豊さというのを目標としてくるということが自然じゃないかということですね。 

 そのために、我々がこの委員会の中でも対象としている空間とかインフラの役割は変わ

ってきて、必需財としての充足から価値財ということになってきて、資本集約型の社会を

支えるために、単目的のものから知識集約的な社会を支えるための多目的――多目的とい

うのはさっきのＡＢＣＤＥと人によって違ってくるということですね――、そして、環境

とか経済の持続性というものが必要になってきている。 

 そんな話が書いてあります。理屈をこねているだけのような感じもしますが、意味合い

からすると、こういうことじゃないかということです。ちょっと長くなって済みません。 

 今日の委員会の資料をお聞きして、全体としては大変いいと思っております。こういう

方向性が骨太に出てきたということ自体が、委員長を初めとしてリードされたのは大変評

価しているものです。 

 個別に言いますと、資料－３の８ページで、一番上の箱に経済的インセンティブをどう

いうふうに与えるかという話があります。これはどことリンクして書けばいいかわかりま

せんが、ともかく既成市街地、寄り集まるべきところでは、ストック化というか、私が言

っているクォリティの高いストックという意味なんですが、クォリティ・ストック化する

ほうが経済的には有利になると、地主にとって。 

 それから、スプロール地においては、アパート経営なんかを期待しているよりも、自分
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のところを畳んで自然に還元するという選択をしたほうが有利になるというインセンティ

ブ。これは税の制度をきちんと再整備するということが基本じゃないかと思いますけども、

環境にやさしいこととか、土地利用の適正化ということに関して、社会にとっていいこと

をすれば、そっちのほうを有利にしておかないと、現在、有利になっていないのを無理や

り動かそうとしているものだから、とっても大変なので、そういう意味で、これは検討会

として出してもらうというのはいいかもしれませんね。国交省として出すと、どうして税

のことをいじくるんだという話がすぐ国土審議会なんかで出て、意見が受け入れられない

ものですから、これは検討会を活用していただければといいと思います。 

 それから、12 ページのところで、まさに今後の検討課題ですが、②に「地域の負担と

安定した財源の確保」というのがあります。これと関連して、地主がどういうふうに負担

してということですね。それから、地主が喜んで負担するとか、地主がメリットを受ける

という、出ていくほうと入ってくるほう両方なんですが、どこかに地主がいるんじゃない

かと思うんですね。 

 これは後ろのほうで課題のところに書くのか、ここに書くのがいいかわかりませんが、

エリアマネジメントの仕掛け人システムだけでは動かないので、地主が集まって何かやる

システムといいますか、相談して、そこにうまくインセンティブを与えておいて、話がま

とまったら、そっちが得するという格好が理想的だと思っています。 

 その次に、ページの順番で言っちゃいますが、13 ページです。黄色いところのど真ん

中ぐらいで、「賢い縮退に対し」というのがあります。どこかの節に、今回じゃなくても

いいので、課題で結構ですが、縮退のステップというか、ＣＯ２でも 2050 年に半分とか

何かそういうイメージがありますよね。だから、どういう基準で考えたら、どこまで、い

つまでに縮退していないといけないと考えられるのかと、今、決めつける必要はないんで

すが、寄って立つ基準によって縮退のパーセントが違ってくるんじゃないかということで、

私しょっちゅう言っている話だと、2100 年で人口が半分になるとすると、１人当たりの

市街地維持費用が今と変わらないというものをイメージすると、市街地は半分じゃないと

いけないということですね、例えば。 

 そういうのを幾つか出して、どれをきちんと守らないととんでもないことになるのかと

いうのを皆さんに議論して選んでいただければいいという、そういうことだと思います。

実際には、半分にしても社会保障とかいっぱい入ってきますから、それでも無理じゃない

かと思いますけれども、それは何を意味するかというと、先ほどのクォリティ・オブ・ラ
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イフを落としていくということを意味するわけですね。 

 それから、19 ページに「息の長い市街地整備手法」というのがあります。これも、ま

さに経済的な、特に税を中心としたインセンティブを与えることによって、無理やりその

事業を進めるということではなくて、地主ですね、あるいは居住者が移転することもそう

ですが、じわじわと寄り集まっていくというものが必要じゃないかと思います。ここにも、

まさに経済的なインセンティブが要るという、仕掛けが要るということだと思います。 

 あとは 23 ページ、これは困ったなと思うことですが、23 ページのツインの戦略という

ことで、こういうことをやろうという、まさにこのとおりだと思います。このとおりだと

思うんですけれども、難しいなと思うのは、私も本当はやりたくてしょうがないと思って

いる一人ですけれども、右側の既成市街地の容積が余りにも大き過ぎるんです。つまり、

そこの地主にとって、こういうふうにしたほうが得だということになるためには、先行し

て黙って別の理由で全体をダウンゾーニングしておくということが必要なんじゃないか。 

 このためというとまずいので、知らん顔して全く別の仕掛けで先にやっておいて、そう

しておいて、こういうことですね。つまり、外の緑を助けるようなことを内部の地主がす

ればいいことがありますよとか、逆に助けなさいとか、助けたときに限って何かおまけを

あげますとかいうことができますが、今はおまけをもらいすぎているものですから動かな

いという。それが困ったことだなと思ったんです。 

 以上です。 

○委員長 今、幾つか御指摘をいただきました。 

 インセンティブにかかわる話は恐らく宿題で、これから具体的に考えなければいけない

んですが、先ほどの縮退のステップイメージで、何となくボリューム感というんですか、

目標像みたいなものはつくるべきではないかというあたりは今回、事務方の案の中にはど

うなっているんですかね。そういうイメージを持っていらっしゃるんですか。 

○事務局 何らかつくってみようとチャレンジはしてみたんですけれども、倒れてしまっ

ているというのが正直なところです。 

 目標とかいうとなかなか重たいんですけれども、委員おっしゃったように、ある仮定と

いうか、ある条件でやると、こうなるよ、こうなるよといったものはできるかもしれませ

んので、再チャレンジしてみようと思います。しかし、このまとめのスケジュールに乗る

かどうかあれですが、これと別冊になるかもしれませんけれども、材料は用意していきた

いと思います。また委員にも御相談をさせていただきたいと思います。 
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○事務局 これをいろんな方に配るというとき、そもそもシュリンクしてくるんだよとせ

ざるを得ないんだよということを示すためには、今おっしゃられたように、ある推計のも

とでこんな状況が想定されるというのは何がしか書いておかないと、一般の方にはインパ

クトがないのかなと思いますので、専門官から話がありましたように、どこまでできるか、

ここでは確約できませんけど、チャレンジしてみたいと思います。 

○委員長 Ｈ委員のイメージは全国的なトータル地のイメージですか。地区、地区でもそ

ういうのを立てるべきだという。 

○Ｈ委員 地区、地区は難しいと思うんですね。私が言っているのは、全国の人口がこう

だとすればという話で、しかし、それぞれの市町村で考えていけば、もっとたくさん減る

ところもあるし、それは想像するんじゃないかというぐらいでよろしいかと思います。 

○事務局 ある都市で人口が 2000 何十年に半減するという状況になったときに、例えば

こんな状況、こんなふうになるんじゃないかと。 

○Ｈ委員 モデルの試算でもいいし、そんなことでいいんじゃないですかね。こういう考

え方もあるぐらいでいいんじゃないですか、紹介しておくぐらいで。 

○委員長 ほかに御発言をいただいてから、また整理したいと思います。 

 お願いします。 

○Ｇ委員 今まで議論してきたことをまとめられているので、大きなそごはないというの

が私もＨ委員と同じような印象ですけれども、幾つかこんなところは気になるなというあ

たりを中心にお話します。 

 資料－３に沿っていきますと、後ろのほうはこんなものでいいんじゃないかと思うんだ

けど、最初のところで、もうちょっと大きなさばきみたいなものが、こういう形の報告に

するのであれば、あったほうがいいのかなというところがあります。 

 １つは、人口減少時代の市街地整備の意義をちょっと出しておいて、それぞれが後ろの

ことには比較的対応しているんですよという形をとられるというのがあるのかなと思いま

した。大きく分けると、人口減少時代の市街地整備の意義の１つは、基盤未整備のところ

がそこそこの量残っているので、そこの基盤を一定の水準まで持っていくということです

よね。 

 ２番目は、基盤はある程度できているんだけど、社会経済状況の変化で、今の都市の使

い方に合わなくなってきているので、そこは手直しをしていきましょうと。昔の戦災復興

事業でつくったような街区の大きさだと、今のニーズに合わないとか、そういう話だろう
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と思います。 

 ３番目は、エリアマネジメントの関係ということになると思いますけど、本来、マネジ

メントみたいなソフトなものはどこであってもいいんだけど、なかなか起きてこないので、

こういう市街地整備をきっかけにして、そういうことを動かしていくというか、つまりソ

フトもハードも含めた都市を動かしていくうまいきっかけとして使おうという視点だろう

と思うんです。 

 そういう３つを頭に視点として、人口減少だから市街地整備しないでもいいんじゃない

かということに対しては、市街地整備というのは人口減少時代でもこういう意義があって

という部分はあったほうがいいのかなとも……。どういう書き方をするかはいろいろある

と思います。 

 それともちょっと関連するんだけど、４ページに「これからの市街地整備」という、と

ても素敵なことが書いてあります。集約型都市構造の実現と書いてあるんだけれども、確

かに、これはそのまま合っているんですね。でも、ここより大きなもう一つの枠組みがあ

って、目標というのにはゴールとオブジェクティブって両方あるんですけど、これはオブ

ジェクティブのほうなんですね。例えばＨ委員が言われた空間のＱＯＬを上げていくとい

うことがゴールであって、その一つのオブジェクティブとして、こういう集約型都市構造

の実現というのがある。 

 ほかにも多分というか、例えば美しい市街地を整備していくなんていうのも当然あるわ

けです。市街地整備やっていったら、今の乱れた景観をいいものにしていこうという、そ

ういうオブジェクティブもあって、これだけって書くと、市街地整備全体の目標をやや…

…、この報告はそこに絞っているので、それはいいと思うんですけれども、矮小化した誤

解を与えるのではないかなと思いました。 

 それから、最後のツイン戦略のところは前回、少し申し上げましたけれども、Ｈ委員も

くしくも言われましたが、こういう事業の側面だけじゃなくて、都市計画の手法、容積の

移転だとか、そういうのも含めて、どうリンクしていくか。後ろの課題って、今後の検討

事項ということなんでしょうけど、そこへ入れておいて、都市計画手法との連携とか位置

づけとかあるので、その中に入っているのかなと思いましたけれども、もうちょっと明示

的にされたほうがいいのかなと思いました。 

 それから、24 ページの 4.-4 に入るべき人材等の育成というところで、ひょっとする耳

の痛いことを幾つか申し上げるかもしれません。 
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 これも全体としては、ここに書いてあるとおりで何も反対することはないんですが、基

本的なストーリーとしては、経験豊富な団塊世代が退職をして、そういう技術やノウハウ

を退職した後も若い世代の人に現場でのまちづくり活動なんかの舞台を通じながら継承し

ていってほしいということですよね。それは本当にそのとおり。 

 全部マクロな議論としては、本当にそのとおりなんだけど、ミクロに個別に見ていくと、

必ずしもそうじゃないところがあって、余り継承してほしくないようなものも中には……。

大多数はそうだというわけじゃなくて、大多数がこれだったら、これでいいと思うんです

けれども、必ずしもそうじゃないところも結構目につくぐらいあることもあるんですね。 

 その意味では、どういう書き方をするのかよくわからないんですけれども、うまい継承

ができるということのほうが、もちろん団塊の世代の人にも頑張ってもらうということは

いいことなんだけど、うまい継承ができるということのほうがプライオリティが高いんじ

ゃないかな。 

 もう一つは、うまい継承のときに変な技術は伝えないでほしいわけです。だから、研修

というときに、継承する側のレベルをもっと上げる研修と、受ける側が非常にすぐれた、

これから本当に必要となるような技術を継承するような研修と、両方あるんじゃないかな

と思うんですね。 

 その意味では、専門家のレベルを上げていくというか、この時代のかなり急激な変化に

ついていっていただくような部分は、どこかに入れておいたほうがいいんじゃないかな。

神戸の震災のときに、本当に神戸の震災復興に使える専門家は何人という話は、現場では

結構聞いていたわけです。コンサルのマーケットはもっと大きいわけだけど。そういうこ

とを考えると、専門家のレベルを上げるということの視点は、この中には必ず入れておい

てほしいなという気はします。ちょっと耳の痛いお話かもしれません。 

 とりあえず、今後の検討のところはあるんだけど、これは話が別だから、後で……。 

○Ｈ委員 今、Ｇ委員が言われたことは、私も割と直近で経験しているんです。 

 別に何市って言わなくてもいいんですが、名古屋市で、市長は、今のこういうことに対

して物すごく重要だと思っていて、とにかく何かやりたいと思っているんですね。ところ

が、実際の再整備とか、今度も地下鉄が延伸されて駅そばをどういうふうに整備するかっ

てやっているんですが、実際のレベルになると、何とか課とか、何とか係になってくると、

全く旧態依然としたやり方になってしまうんですね。 

 そういう意味で、意識そのものががらっと変わるような、つまりオプションは非常に広
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くて、同じことをやるということが善じゃないような、役所としては難しいことなんです

が、ここでそういうかじ切りをするようなイメージをどうやって全員が持つかというのは、

これは一番難しいことだと思いますけれども、ぜひ入れていただきたい。 

○委員長 Ｇ委員、大きく２つのお話のように思うんです。後半は専門家の話として、専

門家の質を上げよということをちゃんと書くべきだと。前半は、このレポート全体の位置

づけですか、集約型の都市を目指すということを大きな目標にして、シナリオをずうっと

書いてきているけど、本当は市街地整備という面で見ると、もっと違う見方があるという

のも書いておかないといけないんじゃないかとか、あるいは、先ほどのボリューム感のあ

れとも似ているんですけど、マクロで見たときに、サクッと見たときに、市街地の質が本

当はこうなっているというあたりも言わないと、ある特定の地区だけで行って来い、行っ

て来いというだけの話だと、少し違うんじゃないかということですね。 

○Ｇ委員 そうですね。 

○委員長 その辺をどうしましょうか。どこかでうまく処理しないと、確かにおかしくな

りますね。 

○Ｃ委員 全体の問題にもかかわるんですけれども、先ほど林委員はスマートシュリンク

の目標ということもおっしゃって、それとも関連するんですが、新しく市街地整備の方向

性を決めて進めるというときに、それが最終的にというか、成功したのか、失敗したのか

という、それをどのタイミングで、だれがどういう基準で判定するかみたいなところがな

いといけないんじゃないかなと思います。 

 現在の日本の市街地整備の一つの問題は、うまく行っていないときの責任をだれかが取

っているのかとか、そのあたりがかなり無責任な状態になっているような気がしているん

です。特に失敗とか責任をだれが負うかというときに、特に大きな資金を投じてやってい

たときに、また大きな資金が必要な場合に、最終的にうまくいっているかどうかという問

題があって、私は土地区画整理で破綻している組合の再建の問題を幾つかやっていますけ

れども、過去は土地の値上がりがあったということで開発利益が十分生まれて、かなりい

いかげんな事業の進め方をしていても何らか辻つまを合わせることができたところはあっ

たと思うんですけど、バブルが崩壊した後はそういうことはなくて、区画整理の場合も地

方公共団体施工と組合施工と大きく分けた場合に、組合施工については業務代行者が入っ

ていたところは業務代行者が責任を取って処理をしていた。そのかわり、業務代行者だっ

たディベロッパーとかゼネコンが区画整理の経営の責任を取る、引き受けるような取り組
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みは今、一切していませんよね。 

 そういう意味で、ゼネコン、ディベロッパーは本当に純粋な工事とか販売は別として、

組合区画整理の運営をかわってやるようなかつての業務代行なことは、ほとんどされてい

ない。そういうところで人材の問題もありますけれども、民間ではノウハウが次に継承さ

れていないという問題あると思いますけれども、今、そういう状態で、もう一方、業務代

行が入っていなかった組合は、市町村が立ち上げをかなり推進して、ずうっとかかわって

いるというのが多いんです。 

 そういうところで、どういう問題が起きているかというと、金融機関からお金をたくさ

ん借りた組合が返せないと。そこで理事が保証人になって借りているという経緯があって、

理事の人たちはとんでもない責任を負わされている。最終的な結末をつけるためには、組

合員から賦課金を取って、ある程度用意しないと債権放棄も金融機関はなかなか応じない。

その段階で、組合員というのは地主ですけれども、想定もしていなかったような負担を負

わされる。 

 こういうときに、本来、こういう責任は一体だれが負うべきなのかということですね。

今後こういう状態を放置していれば、大きな資金を動かすような事業はなかなか組み立て

にくいんじゃないかなと思います。 

 それで言いたかったことは、大きな資金を動かしてやっていかなければいけない事業を

やる場合に、一番重要なことは、普通の会社だったら社長がやるようなことだと思うんで

すけれども、経営のマネジメントをだれが責任を持ってやるか、そのあたりの人材が、正

直申し上げて、これまで全然存在していないというのが実態だと思います。 

 したがって、今後の人材の問題を考えるときには、そういうところが非常に重要なんで

すけれども、その前段階で、だれが責任を持つのか。だれがといった場合、法的な責任と

いうことになると、法人格を持っていなければいけない話ですから、責任を持つのは、市

町村なのか、個々の個人なのか、それとも事業主体となる組合とかそういうものなのか、

もっと違ったものなのか、最終的に、だれかに法的な責任、法的な義務は帰属してくるわ

けですから、そこのところをイメージしながら考えないと、今後の力強い市街地整備はあ

り得なくて、単なる夢物語のことを言っているだけになるんじゃないかなという気がして

います。 

○委員長 何か事務局からお答えになることありますか。大変難しい課題ですけれども、

大事です。 
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○事務局 今の話は、責任という言い方はある意味、リスクをだれがどう取るかというこ

とだろうと思うんですね。これから、開発利益が場合によっては見込めないという中で、

いろんな事業をやっていくときに、事業の過程で生じるいろんなリスクをだれがどう取っ

ていくかということをきちんと意識して進めていくと。事業の進め方の一つの考え方とし

て、そのあたり確かに今まで余り表に出して我々も言っていなかったところがありますの

で、例えばＵＲなんかは、いろんな事業をやるときに、リスク感覚というのはよく対応し

ていただいていると思いますけれども、そのあたりを何らかの格好で盛り込んでいくとい

うことかなと思っております。 

○委員長 個別事業の成立性ということ以上に、社会全体のシステムとして、みんなでリ

スクをうまくヘッジするような仕組みを持っていないと、動かないよという御心配だと思

うので、その辺も含めた、大きな意味でインセンティブの話にもつながるのかもわかりま

せんけど、検討していただけるといいですね。ありがとうございました。 

○Ｄ委員 感想めいたことなんですけれども、少子化とか時代が大きく変化していて、今

までの手法ではだめなので何か新しいコンセプトがほしいということで、これは時代的な

課題なんですよね。 

 横断的に言うと、最近、いろんな行政の領域で時代的な課題にどうやってこたえるのか

ということに対して、ない知恵と言っちゃ悪いんですけれども、ない知恵を絞ってクリエ

ーティブなことを一生懸命出そうとしておられるという意味では、今回の報告書は、今ま

で議論してきたことがどういうことだったのかよくわかったということもあって、なかな

かいいんじゃないかと思いました。 

 実際には、私は制度論ですからあれですけど、13 ページにあるような事業手法の充実

のあり方というのは、充実という表現が何回か出てくるんですけれども、充実のあり方と

いう言い方はちょっと変だと思うんですけれども、あり方をどういうふうに変えていった

らいいのかということに最終的には来るんですけれども、底流に流れている問題意識と何

か違うのを出したいという点については、素直に頑張ってくださいねという感じがすると

いうことですね。 

 些末なことかもわかりませんけれども、この報告書の書き方というかな、結構かわいく

つくっていて悪くないかなという気がしています。表紙がちょっと地味だと思いますけれ

ども、役所系の資料にしては、なかなかよろしいんじゃないでしょうかというふうに思い

ます。 
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 ただ、私が思うのは、何か大きく変えるときに、例えば日本国憲法を改正するときの議

論のあり方なんていうのを最近よく思うんです。松本案を政府内で準備しますよね。それ

が本当に英知を結集して緻密な議論を重ねて、自分たちとしては自分たちの首を締めるよ

うなというふうに思いながら出していったのがＧＨＱによってけっ飛ばされて、全然わけ

のわかんないような条文を、わけがわからないままに日本語に変えていくわけですよね。

佐藤達夫さんという昔の、若き官僚だったころに法制局の長官をやられた方が、本当に何

の意味もわかんないけど、一生懸命変えたということを述懐しています。 

 そういう局面に入っているのかなという感じもしていまして、そういう意味で言うと、

ここに書かれていることは、精神はよくわかるし、応援したいんですけれども、ちょっと

ちまちましているというか、市街地整備にとらわれているところが、そういう組織の人間

じゃない人間からすると小さいなという感じはあって、戦争が起きても困るんですけれど

も、何かしら大きな変革がそのうち来るんでしょうねという感じがあって、それの一種の

萌芽みたいなところがあるのかなと思っております。 

 そんなことで、どういうふうにやったらいいんですかね。中央省庁改革をもう一遍やる

みたいな話もあったりとかしますけど、私なんかから見ると、最近、私は港湾について関

心を持っていて、港湾も本当にシャビーな感じなんですけれども、日本の場合には港湾、

海という概念がついこの間までありませんでした。 

 そういう意味では、海という概念を持って国際性というものから社会資本を整備してい

くといったときに、一方ではドバイであったりアムステルダムだったり、日本の港湾とは

全然違うコンセプトが現実にあって、日本はＧＤＰで 18 位とか、とんでもない活力がな

くなった中で小さいことをちまちまやっているなということを強く思っています。しかし

ながら、ホープレスではないんだろうと思っているので、よくわかりませんけど、いつか

来るべきその日のために準備をしておくということで、私としては、内容的には特段異論

はございませんので、ダーンとやってほしい。 

 せめてやってほしいのは、この間も言いましたけど、スマートシュリンクとかいう話も

本当は、せめて自然災害部局とちゃんと連携するとか、そのあたりのところがすごく密度

が低いんですよね。だから、市街地整備のあり方も大事なんですけれども、省内でどうい

うふうにするのかということが国土交通省の生き残りのためにも必要ではないかというこ

とを感じております。 

 以上でございます。 
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○委員長 エールがいろいろ送られたという感じですけれども、何かお答えになりますか。

――いいですか。 

 先ほど来、似たような御意見があって、我々が議論してきたことが、手法論になってく

ればくるほど、それを再度整理してみると、「おいおい、ちょっと待てよ。回りをちゃん

と見たときに、もっと大きなことを言っておかなきゃいけないんじゃないか」という話が

レポートにしたときにやっと気がつくということなのかもわからないので、前段のあたり、

ちょっと補強しなければいけないと思うんですね。 

 それから、私自身も最後のところで、都市計画手法との連携というのが最後にポロッと

出てくる、都市計画か。25 ページの最後に、その他の上に出てくる。こんなところでい

いのかなという気がするんです。全体の話をしようとしているときに、これがこんなとこ

ろにいて本当にいいのかという気もややする。先ほどダウンゾーニングと絡めたらどうか

というお話もあったし、そもそものリスクを負っている市街地、自然環境との問題の話も

ありましたし、そこはもうちょっとウエートを高くして整理をしたほうが全体のおさまり

もいいんじゃないかなという気が、皆さんの御発言を聞きながら感想として持ちました。 

○Ｅ委員 自治体の担当のほうとしての意見ですが、これがいろいろな自治体から来年度、

御意見を聞くということなんですけれども、「具体的にどうやるの、わかったけど」とい

うのが、実務をやる人間としては一番感じるところなんですね。 

 確かにいいことですよね。どういうふうにやるのか。都市経営が問題だよね。私も今、

どういうふうにやるのかなと気になっているのは、わかんないのは、やらなければいけな

いと思っていますけど、これから税収が落ちていって、今ある社会資本の維持もやらなけ

ればいけない、新たにつくらなければいけない、それだけに幾ら銭がかかって、今後どれ

だけの負担がくるんだと、また民生費もどんどん高齢化へいくと、そっちのほうに行く。

さいたま市も予算決算でいくと、前年度に土木費と民生費が逆転して、土木費がどんどん

落ちているという状況でございます。 

 ですから、都市経営上、私もそういうことをやって、集約的な都市をつくるべきだとい

う説得材料にしたいんですけれども、どういうふうにやるのというのを、その他の項目か

もしれませんけど、そういうようなやり方のノウハウというか、そういうのも検討してい

ただければなと思っております。 

 それから、自治体の関係というと人材育成なんですが、さっき名古屋市の話が出ました

けれども、私も含めてさいたま市、ほかの自治体もそうですけれども、一番大きい人材が
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育っていかない、要するにマンネリのことをやっているというのが、情報がこれだけある

のに、その情報を取ろうとしないし、取ってもわからないというところで、もやもやして

いる人が相当いるんじゃないか。そうすると、そういう情報が生きるように、どういうふ

うに各自治体、地方自治体の職員に伝達するのがいいのかな、逆に言うと、それを教えて

いただきたい。 

 我々も本当に一生懸命研修で次の時代を育てるためのことをやっておりますけれども、

ちゃんと育ってくれているのかなというところも本当に危惧しております。人を育てると

いうことですね。その辺も、みんなお願いみたいな形なんですけれども、ぜひ検討してい

ただければなと思っております。 

 それから、報告書で言わせていただきますと、４ページです。今までは、前回の会議で

も発言させていただいたんですけど、どうしても需要供給型というか、行政指導型の市街

地整備だったわけですけれども、これからは、再構築というと、どこを見ても、日本国内

及び諸外国を見ても、そこに住んでいる方の住民という言葉が適切かわかりませんけれど

も、一般の方々、民の方々、住民というか、権利者の方々の御協力が必ずある、それがな

いとできていないということでございます。４ページのここのところにブースターの水色

の線ですかね、住民の参加と連携的な内容の文を入れていただきたいなと。それが一個あ

るだけで、最初に見た段階で、これからは住民を必ず入れて計画をつくらなければいけな

いんだよという認識を持ってくれるのなという気がしました。 

 ９ページでいきますと、下の図の中に、住民と仕掛け人・コーディネーターが協力とい

う形の言葉になっているんですけど、個人的には参画とか参加とか、要するに、行政と住

民が……。もとの計画は行政がつくらざるを得ないんですけれども、それを練り上げてい

くには、住民の方が入っていかないとできないということで、協力というよりは、対等的

な形で一緒に参画するという言葉がいいのかなと思っております。 

 もう一つ、こういうことは大切ですけど、どうしたらできていくのか。みんなやらなけ

ればいけないと思うかというと、最初の委員会でしたか、委員長が事業計画の中に将来の

土地利用なんか、区画整理と書いてありますけれども、だれもそんなことできると思って

いないけど、書いていると、実現性がない文章が書いてあると言われましたけれども、今

後は冗談抜きに本当にそういうことがやらなければいけないということを、例えば区画整

理の技術基準になるのかどうかわかりませんけれども、ちゃんと担保を取るような事業じ

ゃないと、お金はつきませんよという方法が周知すると、嫌でもやらざるを得ないかなと
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いうことになる。 

 行政の職員としては、変なことを言うようですけれども、脅迫するじゃないですけれど

も、強制的なことがないと、それが本当に実現できるような方向には動かない。また事業

のための事業をやって、それが将来破綻したり、どうするのということになってしまうと

いう気がしております。 

 以上でございます。 

○Ｃ委員 今の関連で、たくさんの情報があって、それを取り入れるということがなかな

か現場でできないとか、そういう意欲がないようにお伺いしたんですけど、例えばスマー

トシュリンクの話もそうですが、将来的に市町村が物すごく財政的な負担を抱える可能性

があるのであれば、今後 20 年とか 30 年とかわかりませんけれども、将来にわたってこの

市町村では人口がどうなって、将来的にどれだけ財政の負担が発生して、それを効率的に

解決するためには、この段階でこういうふうなことをすべきだとかという、そういうもの

を各市町村が、本来的には市町村の問題かと思いますけれども、責任を持って組み立てる

ようなことをしないと、そういった目標に向かって何が一番費用がかからずに、また社会

的な軋轢もなくできるのかということは組み立てられないんじゃないかと思うんです。そ

ういうふうなことをやると、今度は市町村の責任で、また職員の責任というか、意識も高

まっていくんじゃないかなということを思いました。 

 もう一つ、９ページの図、私も協力というのはどうかと思いましたが、最初から申し上

げていることですけれども、要するに、まちづくりとか市街地整備について、どの範囲の

ものを市町村が責任を負うのか、どの範囲を地権者の人たちに負わせるのか、そこのとこ

ろの割り切りをある程度しないと、このあたりも精密な議論ができないんじゃないかなと

思います。 

 私は、割と狭いレベル、地区レベルのようなまちづくりについては、本来的には地権者

の責任といいますか、そういう形に持っていかないと、今後、そういったところまで市町

村が大きな費用を面倒見るということは不可能なんじゃないかなというふうに思います。

もちろん、とんでもなく公共性の高い施策というのは、場合によってはあるかもしれませ

んけれども、例外的なものを除いて本来、まちづくりとか地区レベルの狭いところのレベ

ルの市街地整備は、地権者の皆さんの責任と知恵と工夫でやってくださいみたいなところ

がはっきりしないと、将来の方向性がよくわからないんじゃないか。 

 それは単に私の意見ですから、いろんな考え方があると思います。 
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○委員長 今の２人の意見の中で、参画連携の９ページの図ですね、協力という名の一方

向の矢印は考えどころじゃないかというあたりですが、いかがですか。こう書いた意図が

あれば御説明いただければいいんですが。 

○事務局 確かにおっしゃるとおり、もともとエリアマネジメントというのは地域主体で

というところが一つのキーワードだと思いますので、住民が何か協力するというのはひと

事みたいに……。おっしゃられて、改めて気がつきました。 

○Ｈ委員 さっき小澤さんが言われたことでしたか、あるいは渋谷さんだったか、区画整

理というか、これから整備するときの品質、クォリティを、この基準以上だったら認める

かという、それが非常に重要だとおっしゃったのは、私も本当にそのとおりだと思います。 

 私は地主が一つのキーだと思っているんですが、地主たちの集団が何かを持ち込んだと

きに審査するようなことですね。区画整理組合ももともとそうだったんですが、一つのキ

ーワードとして、街区を基本単位として何かやっていくような。ただし、街区というのは

どこまでかということは定義をしていかなくちゃいけないんですね。あるいは、街区間で

の調整も含めてですけれども、一つのキーワードは街区かなと思っているんです。全体主

義的にまち全体というのもできないし、個別の地主ごとにやっていてめちゃくちゃになり

ましたから、どこかに街区を基軸とした再整備をしていくという意識を入れたいなと思い

ました。 

 それから、やや蛇足かもしれませんが、道路財源についても私、意見を持っていまして、

原稿を書いて出したいところなんですけれども、こういうことに対して使えないかという

か、使うべきだと思っているんですね。 

 １つは、前にも言いましたかね、受益者負担で、とにかく車を使う人は歩いている人よ

りもたくさん必要とするだろうというので、田中角栄がすばらしいシステムをつくって受

益者負担ということをしました。それから、重量税というので、２番目は損傷者負担とい

う、損傷が大きい重たいやつはたくさん払うべきだ。そこまではいいですね。 

 ３つ目は、今出ている環境損傷負担のようなものですね。環境負荷に対する負担。これ

は明示的にはやられていないんですけれども、公害認定患者に対する補助のようなところ

に使われているわけですね。それをもっとはっきり第３段でうたうべきである。 

 第４段が、もっと大きい自動車交通系の責任があるところは、空間を破壊したというか、

空間をディスオーガナイズした責任は非常に大きくて、つまりスプロールさせて、それに

よってこんなにコストが生じたんだということで、これはだれがやったのといったら、そ
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れしかないわけです。 

 もちろん住民の意識がそうしたんですけれども、部分的には、少なくとも非常に大きな

責任があるものですから、そういうところを根拠に空間損傷負担という、環境の負荷より

もオーダーは大きいんじゃないかと思いますけれども、そういうものをきちんとやって、

そうして、空間をリオーガナイズするんですね。空間をリオーガナイズするために、戻す

ために使う必要があるのではないか。ある種の原因者負担ということになると思いますけ

れども、そんなこともあり得るんじゃないとか思うんです。 

 ここにそんなものをいきなり書くかどうかというのは別ですが、財源要りますからね。

ダウンゾーニングをすると同時に、道路財源のほうも知らん顔してやっておいて、これを

実施するということをすると非常にいいんじゃないか。 

○委員長 ありがとうございました。 

 参画連携の話は一たんとまりましたけれども、人材の話は先ほどの専門家とはだれかと

いうことと連携して、自治体に本当に専門家がいるのかという問題かもわからないし、存

在するかどうかという、今のシステムで動いているときに専門家になっているのかという

問題もあると思うし、また人材の話で考えていく。 

 一番大きかったのは、こういう議論をしても、どうやって実際にやるんだという話の中

で、区画整理の技術基準を見直す程度じゃだめなんじゃないのかという感じだと思うんで

すけど、私もそんな感じしていて、何で目的から変えないんだと思うんですよね。 

 そもそも技術基準というのは、目的があっての話だけど、目的のところがもっと充実す

れば、おのずと変わる。だから、この書きっぷりは本質的なところに変えてもいいんじゃ

ないかなという気が個人的にはしました。 

 もう一つ、逆にこれはＥ委員にも伺いたいんですけれども、先ほどマスタープランがあ

ったほうがいいようなお話もあったんですけど、どういう単位でやりますか。つまり、全

体でシュリンクするとかいう、減らすという議論は、トータルの議論は、みんなそれほど

文句は言わないけど、実際にどの単位でその議論を考えるか。さいたま市でオーガナイズ

するのでいいのか、隣接のまち、あるいは、さらなる向こうまで含めたより広域の世界で

考えるのか、そういうのは余り書いてないですよね。非常にややこしい問題なんだけど、

その辺は御意見があれば……。 

○Ｅ委員 難しい質問ですね。 

 基本的には全部同一ということはないと思うんです。地域、地域によって、その特性…
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…。前の前の委員会で青森市の例をお話したんですが、雪国のところで除雪費が相当かか

るところに、郊外までやらないようにしたほうがインフラのコストも下がるし、除雪費も

下がるから近郊をやりましょうという。だから、その地域、地域によって変わってくると

思うんです。 

 ただ、我々市街地整備等をやる人間が都市経営感覚を持って、さっき言ったように、こ

れだけのお金が入ってこない、これからはこれだけ出る、そのとき、どの程度のまちがい

いんだということを市街地整備をやる職員がみんな認識を持つということが大切じゃない

かと思うんです。 

 だから、「これだけ金寄越してくれ」って財政に言うと、「そんな金ないよ」と言われ

ちゃうわけです、単純に言えば。「そうじゃなくて、これから、この都市を経営していく、

維持していくには、これだけのコストがかかる。なおかつ、この先もこれだけかかる。だ

から、これだけの金がほしいんだ。今投資しないと、先へ行くとお金がなくなるから、今

投資したいんだ」という説明をしないと、財政当局は「そんなそっちの意見でしょう」と

言われちゃう。 

 逆に言うと、我々都市整備をするほうの担当の一つの武器として、各職員が持つべきだ

と思うんですよね。そういうことを持たないで、ただだらっとみたく、必要だから金くれ、

だめだよで終わりというと、本当に大切なことが、やるべきことがやらないで進んでいっ

ちゃうということになる。 

 だから、それは各都市によって違うと思います。その辺は各都市のそういう感覚を持っ

た判断で決定すべきじゃないかなと思っております。 

○委員長 なかなか結論は出ないと思うんです。一市町村でいいのか、県でやるのかとか、

都市計画区域のあり方にもかかわる問題だし、今のお話を伺っていると、昔というか――

まだあるのかな――、市街地整備基本計画ってあったじゃないですか。ここで言っている

トータルマネジメントというのは、市街地の管理・運営計画みたいなものに少しシフトし

ていく、そういう感じですよね、何となく。 

 今や市街地整備基本計画というのは、恐らく雲散霧消に近い状態だと思うけど、トータ

ルなイメージを持って、その順番もみんなが一応考えて、その仕組みをある程度描けない

と、幾らやったって本気にならないんじゃないのという御指摘かもわかりませんね。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○Ｉ委員 きょう初めて出た資料－２の２ページ目あたりに、人材に関する課題がいろい
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ろ出ていました。これは、確かにそれぞれもっともだと思います。 

 私どもＵＲは最もたくさん市街地整備系の人材を抱えている組織だということで、積極

的に人材を活用していきたいと思っているんですが、その中で一つ、特に昨今は再開発に

ついても、これから地方都市が課題だろうと。大都市については、ここにある地域間、主

体間による偏在という話があって、大都市は民間でも再開発にかなり積極的に取り組んで

いる。地方都市については、中心市街地活性化とは言いつつ、現実にはそういう人材がい

ないという状況かなと。 

 一方で、私どもとして、地方都市にこれから取り組もうと思ったときに、どういう体制

でやればいいのかなというのが結構難しい課題かなと思っています。一つの地区の再開発

をやろうと思うと、権利者の合意形成とかそういうことが重要ですので、３人とか５人と

かそのくらいの人間を現地に張りつける。例えば５人ですと、１人当たり人件費、経費込

みで 2000 万とすると、年間１億ぐらい、お金がかかっちゃうんです。 

 再開発やって仮に 10 年とすると、10 億円ぐらいの経費を事業の中で回収していかなけ

ればいけないというと、大都市の再開発ですと、事業規模が数百億ということなので、そ

ういったものも十分吸収できるんですけども、地方都市で、特にこれから身の丈再開発と

いっていくと、総事業費数十億という感じになっちゃうと、10 億は非常に重いというこ

とになる。 

 ですから、実際に人材も偏在しているんですけれども、そこの財源というんですかね、

人件費を賄うための仕組みというのも、ツインじゃないですけれども、大都市と地方都市

間のやり取りもある程度見込んでいかないと、地方都市の整備はなかなか進まないんじゃ

ないだろうかと思っています。 

 もう一点は、退職者の話がありました。私どもも団塊世代が非常にたくさんおります。

子会社への天下りはいかんという話が出てきていまして、これから、そういった人がどこ

へ行くかという話は非常に重要になってくると思っています。そういうことも含めて、ぜ

ひ御活用いただければと思っています。 

○Ｊ委員 スマートシュリンクのことについて若干あれなんですけれども。 

 私、16 号線沿い、川越のあたりに住んでおるんですけれども、ここで何が起こってい

るかというと、市街化区域のフリンジの調整区域で、相変わらずスプロールしているわけ

ですね。最近のスプロールは、開発の条件が厳しいから、道路は６ｍありますし、宅地は

60 坪あるわけなんですね。今、市街化区域にあるかつてのスプロール市街地より随分整
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備のグレードはいいわけなんです。いいけども、20 戸、30 戸単位の開発だから、道路は

つながらない。そこのところだけで、もとの道路にへばりつくような形でスプロールして

いくわけですね。川越は、年間に何百人しか人口はふえていないはずですけれども、それ

をはるかに上回る開発が起こっている。こういうことが起こっているわけですね。 

 マスタープランとの関連もあるんでしょうけども、この先、どこをスマートシュリンク

させるかという議論をしているんだけども、相変わらず、やりやすいところ、コストの安

いところで人が拡大して市街地をつくっているという状況が、私が住んでいるようなエリ

ア、16 号線で、30 キロ、40 キロ圏のところは、こういうのが相変わらず進んでいるんじ

ゃないかなという気がするんですよね。 

 これとスマートシュリンクを、行政といいますか、どういうふうにマスタープランの中

にオーソライズさせていくかという視点で、そういうところはとめようよという力が働か

ないと、縮めましょうよという形にはきっとならないんだろうと思うんですね。 

 だから、今回の７ページあたりのマスタープランの話のところなのか、21 ページ以降

のスマートシュリンクのところなのかわからないけど、規制的な話も少し書いておかない

とまずいのかなというのが一点、しております。 

 それから、前回の検討会のときに、どうしようかなと思っていたんですが、たまたま技

術審議官から農業政策云々の話が出たんですけれども、市街化区域の宅地だったところを

農地に変えるコストよりは、調整区域の耕作放棄地を農地に戻すほうが随分安いわけなん

ですね。そういうのを考えると、市街化区域の中の使わなくなった土地が森に返る、ある

いは畑に返るというのは、かなりハードルが高いんだろうと思うんですね。 

 だから、農業施策云々はともかくとして、そういう認識を持った上で何ができるのか、

どうしていくべきなのかというのが議論されないと、市街化区域の中の使われなくなった

土地をどうするという手がないじゃないかなと思います。 

○委員長 ありがとうございました。いろんな御意見でした。 

○Ｅ委員 今、市街化調整区域のお話が川越市の例で出たんですけれども、この委員会で

は市街化区域の話だからという限定で私も黙っていたんですけれども、昨年と一昨年度、

２年度、私、ちょうど開発の担当をやっていたんです。そのとき、目からうろこで驚いた

のは、私の個人的な感覚ですけど、「市街化調整区域は開発させないと思うんだよね」と

いう意識で行ったわけです。 

 ところが、毎日のように開発業者が調整区域の開発の申請に来るわけです。「なぜ、そ
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んなにおりるの。やらないところじゃないの」と言うと、開発審査会の緩和基準がたくさ

んありまして、それに適合するからいいよと。逆に、許可屋は、それを取るために、これ

もなるだろうと攻めてくる。 

 ですから、市街化区域のことを一生懸命やっておりますけれども、調整区域がどうある

べきかという議論は一切やっておりません。調整区域はできないという認識はほとんどの

人が持っているんですけれども、実際はそうじゃなくて、大都市圏の周辺はそうだと思う

んですけれども、相当おかしくなっている状況です。 

 だから、スマートシュリンクの議論をやったときに、私も当初、大都市の調整区域はど

うなるのというふうな形なので、今回の議論とは違うんですけれども、都市計画法の見直

しをやられるということなので、市街化調整区域については規制するなら規制してだめだ

というような形にしないと、スマートシュリンクと矛盾したことを行政がやるようなこと

になりかねないなという認識を私は持っておりますので、その辺は別の議論かもしれませ

んけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 何か答えられますか。 

○技術審議官 補足だけしておきます。この議論は決して市街化区域に限定して議論を進

めているつもりはなくて、市街化調整区域の中でも、Ｅ委員がおっしゃられたように、既

存宅地とか農家の次、三男住宅とか、開発許可を取って開発された市街地があって、それ

が崩れてきているところがあります。線引き制度を置いておいてといいますか、市街化区

域、調整区域全部含めて、今の都市の実態から議論を進めているということですので、追

加的に何か御意見があれば、そこは言っていただいてと思います。スマートシュリンクの

話は、市街化区域で未開発の部分と調整区域で蚕食した部分も含めてどうするかというの

を考えたいということです。 

 その関連で、先ほどＥ委員がおっしゃられた市役所の市街地部局の人たちが非常に悩む

と、これだけ市街地整備するときにお金が必要で、それを財政当局にという話を聞いて改

めて思ったんですが、これは冒頭にＧ委員がおっしゃられた意見とも重なると思ったんで

す。 

 というのは、市街地整備って、例えば拠点に面整備やっていろんな機能導入すれば、そ

れは税収につながるわけでありますし、スマートシュリンクすれば行政コストが減るとい

うことで、都市経営にもろに効く話なんですね。だから、本当は市街地整備部局の人が、

お金を使うというだけの感覚じゃだめだということの問題意識でおっしゃられたと思うの
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で、そもそも市街地整備とは何ぞやという話はきっちり書かなければいけない。 

 Ｇ委員の先ほどの御意見を聞くと、ゴールとオブジェクティブと分けられて非常にわか

りやすかったんですが、そのゴールは例えば快適な生活が持続的にできる都市をつくるん

だというくらいの話で、市街地整備というのは、その中でどう位置づけるかというくらい

の話まで本当は整理するのかなと。 

 そうすれば、例えば６ページでは市街地のトータルマネジメントなんていっているんで

すが、場合によっては、都市のマネジメントあるいは都市経営というところから少し出し

てもいいのかなと思ったんですけども、Ｇ委員、先ほど一番大きいところだけ言うんじゃ

ないかというところについて、何か追加的な御示唆があればお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○Ｇ委員 最後に残って言おうと思っていたことはちょっと別のことですけれども、大き

な話は竹内さんの言われたとおりで、持続可能な市街地というんでしょうか、都市をどう

やってつくるか。それは都市経営の側面もあるでしょうし、集約型でＣＯ２だみたいな環

境的な側面もあるだろうし、欧米なんかでは美しい都市をつくるというのも持続可能な都

市の一貫であると。つまり、美しいからみんな傷つけないので維持管理のコストが安いと

いうことなんですよ、それは。大体汚いものはみんなボンボン壊すので維持管理がかかる

と、更新のペースも非常に早い。そういう理屈でみんな組み立てられているわけですね。 

 だから、ゴールは市街地整備だけじゃなくて、土地利用規制もそうだろうし、交通計画

もそうなんだろうけど、持続可能な都市をどうやってつくっていくかという大義みたいな

ものがあって、その下に市街地整備というやり方で、最終的な目標に貢献するような個別

目的というんでしょうか、オブジェクティブに当たるところを達成していこうかという組

み立てで、全体の戦略を組み立てているというイメージだと思うんです。 

 そこまで前に戻った話がこの報告書で必要かどうかはわからないですけれども、そうい

う意識を持ちながら最初、さばかれないと、総論がなくて各論だけの報告書みたいなイメ

ージを覚えたので、そのように申し上げたところです。 

 それから、最後に言おうと思っていた今後の検討の進め方というところで、先ほど渋谷

さんが同じことを言われていたんですけれども、どうやってやるのという部分だと思うん

ですね。その中で言うと、ここの各手法、制度に係るケーススタディというのは非常に重

要だと思うんですけれども、以前、事務局が私のところに来られたときに申し上げたかも

しれませんが、これはケーススタディじゃだめで、つまり、アイデアはいっぱいあって、
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そのアイデアが本当に使えるかどうかの検証をしないといけない。 

 だとすると、特に市街地整備というのは公共だけがやるわけじゃなくて、民間のマーケ

ットをにらみながらやるとなると、だれが具体的にどういう意向を持って参加をするのか、

あるいは事業だったら転出するのかとか、細かい区画整理だと換地をするときの増進率が

どれぐらいになるのか、逆に言うとマイナスになるのかとか、そういう具体的なシミュレ

ーションのレベルに行きつかないと、仮想的に動かすとこうなりますよというようなボア

ッとしたケーススタディは結構いろんなところでやられているし、余りやっても意味がな

いというか。 

 せっかくこういう場で、ノウハウを持たれている機構もいれば、区画整理協会もいれば、

現場の方もいる中で、本当にそれは産学官共同でも何でもいいんだけど、きっちりとした

シミュレーションレベルのもので議論をする。やっぱりだめなのか、ここを抜けばいいと

か、あるいは、これぐらい市民が協力すれば、財布の中から１世帯１万円ずつ出してくれ

たらうまくいきますよという話なのか、そのレベルを詰めないと、なかなか先の議論に行

けないような気が個人的にはしています。 

 本当は大学の研究者の仕事なんだけども、我々もお金と資源が余りないので、もちろん

お手伝いをすることには全くやぶさかではないので、そういうレベルのことを、限られた

期間ではハードル高いかもしれませんけど、考えていただければなと思います。 

○委員長 そろそろ時間になりかけているんですが、最後にぜひこれはという御発言があ

りましたら、お受けいたします。 

○Ｃ委員 先ほど竹内さんがおっしゃった都市経営的な観点で市街地整備を考えるという

のは、私も同感で、そういう視点がないと全く意味がないことになるんじゃないかなと思

います。 

 それで、私、よくわからなかったんですけど、都市計画のマスタープランをつくるとき

には、都市経営的な、財務的なそういったことをどの程度詰めて議論がされているのかよ

くわからないんですけど、そこの基礎がないと、都市計画マスタープランで単に絵を描い

ているだけで余り意味がないんじゃないかなと思うんです。 

 もし従来の都市計画マスタープランが都市経営的な観点で将来、こういう市街地を維持

していれば、どれだけコストがかかったとか、それを削減するためにはこういう対応が必

要だという、そのあたりの検討がなく、できている既存のものがあるのであれば、そうい

う観点での見直しが必要じゃないかなと思いました。 
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 以上です。 

○委員長 今、お答えにならなくても、特によろしいですか。 

○事務局 今までいろいろいただいた意見の中で、大きなさばきあるいは人口減少時代の

市街地整備の意義、その前段のところが足りないんじゃないかという指摘はもっともだと

思っています。我々、社会資本整備審議会で議論したことを踏まえて、各論にいきなり入

ったというところもあるので、改めてそこは整理をして盛り込みたいなと思っています。

ですから、このレポートを最初に見た人が全体のストーリーがわかるように、もう少し整

理をしてみたいと思っています。 

 それから、いろんな御意見をいただいた中で、やや市街地整備課の所管を外れるような

部分もあろうかと思いますが、検討会の事務局という立場で盛り込めるところは盛り込ま

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長 最初に御説明がありましたけれども、これは検討会として出すということを考

えられているということですから、余り現状の制約にこだわらないで、少し踏み込んでお

書きいただいてもいいんじゃないか。それを見て、いろんな反応が返ってきて、来年度以

降、それを具体の施策にうまくつなげていただければ、初めからこじんまりまとめるより

は、いろんな反応が返ってくるんじゃないかという気がしますので、ぜひお願いをしたい

と思います。 

 今後の進め方について、もし何か説明があれば……。一枚紙が入っていますよね。 

○事務局 事務局からのお願い文がお手元にございます。 

 報告書につきましては、年度末も迫っておりますので、早く取りまとめをしたいという

ことでございます。大変短い期間で恐縮でございますが、報告書の内容につきまして御意

見ございましたら、３月 31 日までにメールにて事務局まで御連絡いただき、これを踏ま

えまして、委員長とも相談して最終報告書を取りまとめたいというものでございます。 

 本当に短い期間で、大変お忙しい中、恐縮ですが、よろしくお願いします。 

○委員長 今日、御発言の足りない部分もあろうかと思いますので、時間が足りなかった

ということもあろうかと思いますから、もしお気づきの点がありましたらばメールでお届

けいただきたい。ただ、これは今年度の仕事だと思いますので、一たんは報告書を取りま

とめる必要もございますので、恐縮ですが、きょうちょうだいしたものはどんどん直して

いただくということと、後からいただくものにつきましても、まとめた段階で私のほうに
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御一任いただいて、それを入れ込んだ形の報告書として、とりあえず整理して納めさせて

いただくということにしたいと思います。 

 時間的に余裕ができれば、ちゃんとＰＤＦでも何でも見ていただくような仕掛けがあれ

ば、もっといいと思います。少し考えさせていただきたい。ただ、遠慮なく御発言はいた

だきたいと思います。もっとこういうのを書いたほうがいいよというのがありましたら、

３月 31 日まででございますが、御提出をいただきたいと思います。 

 特にこれで御発言なければ、一たんここでお返しをしたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 ４回にわたり御協力いただきまして、本当にありがとうございました。まだ、この中だ

けの議論ですから、これから出すとどういう反応が返ってくるかによっては、うまくいっ

ているのか、うまくいっていないのかわかりませんけれども、来年度もこういう勉強会は

続くんだろうと思いますので、御協力をいただければと思います。長時間、ありがとうご

ざいました。 

 一たんお返しします。 

 

 

（都市・地域整備局長挨拶） 

○都市・地域整備局長 本年度、これで最後ということでございますので、一言ごあいさ

つを申し上げさせていただきます。 

 昨年 12 月 13 日に第１回、非常に短い期間に４回、お集まりいただきまして、御議論い

ただきました。特にきょうの御議論を伺っていまして、我々、若干反省があるとすれば、

手順前後かなという嫌いがあります。 

 話がありましたように、全体の都市計画制度の抜本見直しを進めています。御案内のよ

うに社会経済環境が激変していますので、そういった中で、これからの都市計画制度はい

かにあるべきかという議論をしています。 

 その中では、きょう御議論ありましたように、目指すべき都市の将来像はどうあるべき

かとか、それを都市計画のマスタープランにどういうふうにするか、マスタープランをど

う充実するか、あるいは交通体系をどうするか、土地利用規制のこれからのあり方をどう

するか、規制の強化をどうするか、さまざまな検討をそれぞれやっているんですが、まだ

検討途上なんですね。 
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 特に冒頭の都市ビジョンみたいな、これからの都市の姿のところは近々、やっと審議会

に小委員会を設けてスタートするという段階でございます。ですから、きょう委員の方か

らいただいた大枠の議論ですね、まさに市街地整備手法みたいな具体的なテクニカルなと

ころの議論をする前のところを少し書き込んだらということは、実は書き込めたら、すぐ

に終わってしまうという話であります。 

 課題的なところの整理はできますが、市街地整備手法とリンケージして、こういうふう

になるから市街地整備手法はこうなんだというところがとても書けないだろうと思うとい

うか、今申し上げたような課題をそれぞれの分野で検討していかなければいけないわけで

すから、そういう意味では、今年度のレポートそのものは、そううまく書き切れないと思

います。 

 ただ、なぜ市街地整備手法の見直しが必要かとか、市街地整備の目的は何かとか、ある

いは市街地整備という用語そのものがいいかどうかという問題あるのかもしれませんが、

そういったところはきちんと位置づけを書き込めるように、いただいた御意見を踏まえて、

残された期間、整理をさせていただければと思います。 

 そんな意味で、とりあえず中間報告をいただくことになるんですが、来年度、今申し上

げましたようなそれぞれの分野の検討も進んでまいりますので、そういった中で、この検

討会をどうするか、あるいは検討体制をどうするかについて、改めて委員長とも相談させ

ていただいて、来年度、どうするかを決めていきたいと思います。 

 いずれにしても、大変難しい課題、４回にわたって御議論いただきました。改めてお礼

申し上げまして、とりあえず閉会ということですが、ごあいさつさせていただきました。

ありがとうございました。 

 


